
＊はじめのひとこと＊ 

こんにちは。今月もご購読ありがとうございます。 

12 月に入り、6 時半頃に日の出、16 時半頃には日の入りしてしまい、夜の長い季節がやって来ましたね。 

今年はカメムシが異常発生していることから、積雪の多い年になると言われています。雪の多い地域の方は、早め

のタイヤ交換、そして積雪時には充分にお気を付けください。 

『12 月（師走）』 ＊2021 年もあと 1 カ月です 

師走と聞くと、どんなイメージを持たれるでしょうか？ 

なんだかバタバタ忙しいイメージですが、クリスマス、大掃除、大晦日などイベントごとも盛り沢山ですね。 

そんな 12 月『師走』の由来は、僧侶のような普段落ち着いている人でも、この月は多忙で走り回るようになるとい

う意味から名付けられたという説があります。 

ではなぜ、僧侶は歳末になると忙しくなるのかというと、毎年年末に仏名会（ぶつみょうえ）という法要があるからで

す。歳末に仏様や菩薩の名を唱え、その年にしてしまった様々な罪に懺悔し、身も心も綺麗になるように祈念する

法要のことです。一般の方でも参加できますが、参加できない人たちにかわって、僧侶があちこちの寺院へ行っ

て法要を行うそうです。 

1 年の終わりであると共に、新しい 1 年に思いを馳せる月でもあることが分かりますね。 

今年のことは今年のうちに終わらせて、皆様どうか良いお年をお迎えください。 

確定申告のお知らせ 

令和 4 年 2 月 15 日より確定申告の受付が開始となります。（※還付申告の場合は 1 月 1 日より提出できます。） 

給与の他に収入がある方、令和 3 年に住宅を購入し住宅ローンを借入された方、ふるさと納税をされている方な

ど、対象の従業員様へのお声かけをお願いいたします。 

 

【個人事業主の方、会社役員の方】 

担当者から必要書類等のご連絡をさせていただきます。 

毎年提出されている書類等は、そろそろ準備をお願い致します。 

 

（例）各保険等の控除証明書、年金等の源泉徴収票、医療費控除対象の領収書等 他 
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◇申告書の提出期限 

提出月 12 月 1 月 2 月 

確定申告 10 月決算 11 月決算 12 月決算 

予定申告（年 1 回） 

消費税（年 3 回） 

4 月決算 

1 月、4 月、7 月決算 

5 月決算 

2 月、5 月、8 月決算 

6 月決算 

3 月、6 月、9 月決算 

 

 

コロナ関連助成金等一覧 

※2021.11.30 現在の情報です。 

現在申請の出来るコロナ関連助成金等を一覧にしております。 

しかし、コロナ関連助成金等は期間の延長や対象業種の拡大などにより、内容が変更になることがあります。 

申請できるかのご判断、詳細や Q&A に関しましては、お客様自身でホームページ等をご確認ください。 

なお、お客様自身での申請が出来ない場合は代理申請をいたしますのでご連絡ください。 

※手数料といたしまして、助成金等金額の 10％を頂戴いたします。 

 

【国】 

◆月次支援金 

2019 年または 2020 年における対象月と 2021 年の同月比がコロナの影響を受けて 50％以上売上が減少している

事業者が対象です。 

〔申請期間〕 10 月分  11 月 1 日～令和 4 年 1 月 7 日まで 

 

※申請忘れのないようご注意ください。 

 

◆事業復活支援金 （まだ概要の発生段階です） 

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランス

を含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金です。 

〔給付対象〕 

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上が

50％以上又は 30％以上 50％未満減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 

〔給付額〕 

2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5 カ月分（11 月～3 月）の売上減少額を基準

に算定した金額を給付 

・売上金額減少率が 50％以上の場合 

 法人は事業規模に応じて 250 万円以内、個人事業者は 50 万円以内 

・売上金額減少率が 30％以上 50％未満の場合 

 法人は事業規模に応じて 150 万円以内、個人事業者は 30 万円以内 

〔申請期間〕 まだ発表されていません。 
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